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≪基本論≫ 

○ 銀行が担い切れない金融リテール市場（≒貸金業市場）と、そこで与信ビジネ

スを行う適法な民間金融事業者に係る制度（≒貸金業制度）の在り方について、

冷静沈着な雰囲気の中で再度熟考していく。 

○ 「貸さない親切」と「貸す親切」の二兎を追う。「返せない苦しみ」と「借りら

れない苦しみ」の両方の声を傾聴する。 

○ 民間金融と公的金融の役割分担について、常識と良識を以て考えていく。厳し

い財政事情もあり、公的金融への安易な依存はしない。 

☆ グレーゾーン金利帯を巡る過去の曖昧な運用は政治と行政の責任であることを

強く認識する。 

 

 

≪個別論≫ 

 

（１）総量規制の運用改善 

 

① 個人事業主や個人の緊急一時的な資金繰りに対処できるよう、少額融資又は短

期融資に限って、総量規制の適用除外とする。（※：現在想定している個人事業主・個

人の適用除外要件（事業計画策定など）は実態上厳し過ぎる。） 

② 上記①の適用除外を許される貸金業者は、下記（４）①の認定を受けなければ

ならない。 

 

（２）上限金利規制の見直し 

 

① 中小・零細企業や個人事業主、個人の緊急一時的な資金繰りに対処できるよう、

少額融資又は短期融資に限って、上限金利を段階的に年２５～４０％程度にまで

引き上げるよう「上限金利特例法」を制定する。この特例法は、銀行にも適用す

る。 

② 上記①の特例を許される貸金業者は、下記（４）①の認定を受けなければなら

ない。 



 

（３）過払金返還請求への対応策 

 

① 過払金返還請求の代行の手続は、原則として金融庁を窓口とする。 

② 金融庁は、過払金返還請求をした者を該当する貸金業者に通知する。当該貸金

業者には、請求者に対して適切な対応をするよう義務付ける。 

③ 弁護士及び司法書士が過払金返還請求の手続を代行する場合には、手数料額又

は手数料率の上限を規制する。 

 

（４）その他の市場健全化策 

 

①「認定貸金業者」制度の創設 

→ 過剰融資の防止や取立回収行為の適正化について、より高度なコンプライア

ンス体制を敷いているものとして金融庁が認定した貸金業者（＝「認定貸金業

者」）については、上記（１）の「総量規制の特例」と、上記（２）の「上限

金利の特例」を認める。 

 

②債務者向けカウンセリング体制の整備 

→ 日本貸金業協会に債務者向けカウンセラーの育成支援機能を持たせる。カウ

ンセリングの実施は、日本クレジットカウンセリング協会に委任する。 

 

③公的制度への誘導等 

 → 貸金業者は、融資対象として不適格な融資申請者に対して、公的制度（＝公

的金融、各種の地域福祉制度）の活用や、債務整理に関する弁護士会・司法書

士会への相談、ヤミ金・詐欺への注意喚起を慫慂する。 

 

④零細企業・個人事業主・個人に係る資金繰り関連統計の整備 

 → これまで公式統計で把握できていない資金需要者層（＝信用リスクが比較的

高い零細企業・個人事業主・個人）の資金繰り動向や、経営者・個人への本人

直接ヒアリング結果について、政府は公式統計を整備する。 

 

 



（参考）中小・零細企業の資金繰りの現状 ～ なかなか聞けない現場の声

（１）Ａ社（事業会社）２００４年設立、資本金５０００万円、従業員３０人

（２）Ｂ社（事業会社）２００７年設立、資本金４５００万円

Ａ社は、印章事業を中心として展開。平成１９年及び平成２０年に中小企業庁の所管制度で
ある経営革新支援法に基づく計画の認定を受け、１億３０００万円の保証枠も盛り込まれてい
た。しかしながら、信用保証協会の姿勢は厳しく、８０００万円のセーフティーネットの緊急融資
を申し込んでも５０００万円に削減された。
Ａ社の保有するレンタル資産を担保にノンバンクから資金調達してきたが、会社規模も大きく

なり、１０００万円を超える額は銀行から借りるしか道はない。会社の成長を止める訳にはいか
ないが、金融機関、信用保証協会の厳しい態度から資金繰りは困難。

Ｂ社は、ポータルサイト提供を中心とした事業を行っているが、ＩＴ事業は運転資金の確保が
重要である。銀行はこの理解に乏しく、事業性や経営者の資質を見ずに融資判断を行うため、
常に運転資金のやり繰りが困難な状態である。
ノンバンクは、事業性に対する正当な評価、売掛債権担保などの柔軟な対応により、Ｂ社とし

ても資金調達の余地がある。
セーフティネット保証については、有用性は認めるが、売上が３０％以上減少した先が優先さ

れており不良債権化が進行するであろう。資金の出し手に、事業を評価するリテラシーが必要
で、その能力（目利き）が活かせるように、ノンバンク制度の環境整備も必要。

東京財団では、中小・零細企業の資金繰りの現状を探るため、２００９年６～７月、ノン
バンクを利用したことのある中小・零細企業へのヒアリングを実施。その結果の概要は以
下のとおりであり、厳しい実態が明らかとなった。
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（参考）中小・零細企業の資金繰りの現状（現場の声）

（３）Ｃ社（事業会社）１９８３年開業、零細企業、電設業

（４）Ｄ社（事業会社）零細企業、建設業

Ｃ社は、電気・住宅設備の設置販売事業を展開。昨年秋のセーフティネット貸付を申込したが、
既に保証協会付の借入金を売上減少時に返済条件を変更していたため、保証協会から条件
変更先は対象外として断られた。最終的に日本政策金融公庫から借り入れられたが、その交
渉等に膨大な時間を費やし本業を逼迫するという状況に陥った。
以前に数百万円規模のつなぎ資金が必要となった時に、貸付に応じてくれたのはノンバンク

のみ。金利が高くても、事業の継続のために資金が必要であるから、必要なときに資金を出し
てくれるのは助かる。ノンバンクは必要悪という人がいるが、決して悪ではなく、必要な存在で
ある。
そのノンバンクも、２００７年ころから新規の貸出に応じられないと言われている。ノンバンク自

身が資金調達が出来なくなっているためである。

Ｄ社は、海洋工事での特殊技術を有する中小ゼネコン会社。昨年暮れにセーフティネット貸付
を受けるために、地元の市から不況業種の認定を受けて、保証協会に出向いたが、保証協会
付の借入金の返済の条件変更を既に行っていたため断られた。返済条件の緩和は行っている
だけで、延滞はしていないにも関わらず新たな借入ができないのはおかしい。
少額（１００万円以下）の手形を地元の割引業者によって現金化することが２、３ヶ月に１回程度
あり、振出人の信用力があっても金利は年率５．９％と高いが、当社の財務状況に関わらず割
引を実行し、かつ、単車で現金を届けてくれる。
これまでもつなぎ資金のためにノンバンクとの取引があり、金利は高いものの、無担保で緊急

にまとまった資金を確保できる存在は必要である。 2



（参考）中小・零細企業の資金繰りの現状（現場の声）
（５）Ｅ社（事業会社）１９９２年開業、零細企業、不動産業

（６）Ｆ社（事業会社）２００５年開業、零細企業、飲食業

Ｅ社は、不動産の管理業を展開。例年引越しシーズンである春先には管理している賃貸マン
ションの改装費など一時的な資金需要が発生する。こうした際につなぎ資金としてノンバンクを
利用してきた。これまで延滞もなく返済してきたがノンバンク自身の経営が厳しくなり、新規融資
がストップ。今は返済のみしている。
消費者金融からも数百万円程度の資金（給与支払時）を借入してきたが、貸金業法改正によ

り与信枠がゼロとなってしまった。
そもそもノンバンクからの借入利率は高いが、借入期間が短期であり、収支ベースでみた利

息額は決して多額とはならない。それよりもノンバンクを利用出来なくなることがリスクである。
昨年末にセーフティネット貸付を利用したが、保証協会での審査など融資実行までに１ヶ月程

度かかった。また、支払利息軽減のために直ぐに返済したかったが、次に必要となるときに借
入出来る保証がないので、仕方なく借入したままにしている。保証協会付では緊急的な資金調
達に対応できない。

Ｆ社は、飲食業で百貨店や大型テナントに出店している。リーマンショックの影響を受け売上
が大幅に減少し、年度末に廃業。
昨年秋の時点では、セーフティネット貸付に応募したが、保証協会から何の返事もなく、実際

に保証協会に赴いたら応募が殺到しており、書類すら見ていない状況を見て諦めた。
日本政策金融公庫にも申し込んだら、業績が悪いなら貸し出せないという平時の判断基準で

断られた。政策金融は金利が低くてありがたいが、必要な時に借りられなければ意味がない。
開業してからは、銀行融資を中心として、ノンバンクからは給与支払等の一時的なつなぎ資

金として融資を受けていたが、昨年からノンバンクの審査も厳しくなってしまった。
金利が高くても、与信枠が残されているという状態が精神的に楽であった。資金繰りに頭を悩

ます時間を経営戦略の立案に時間を費やせる。もともと飲食業は、粗利が高いので、資金さえ
回れば返済は可能。 3



（参考）中小・零細企業の資金繰りの現状（現場の声）
（７）Ｇ社（金融会社）

Ｇ社は、事業者向け金融を中心としたノンバンク。平成１８年の貸金業法改正等により、ノン
バンクを巡る環境は一変。新たな制度の下、新たなビジネスモデルを構築しようにも、貸出金
利制限や過払い金返還請求により、事業者に資金供給するためのノンバンク自身の資金調達
も厳しくなっており、このままではノンバンク業界は崩壊する。
借り手が困っていても、その声を上げる場所もデータもなく、政策現場には伝わっていないの

ではないか。
ノンバンクが貸し出す資金の額は少額・短期が中心であり、また、個々の事業を全て把握す

ることは不可能であり、そのリスクと資金調達コストを鑑みれば貸出金利を４割くらいにしないと
ビジネス上成り立たない。一律に金利規制を課すのではなく、ノンバンク自身が正当なビジネス
を行える環境は確保する必要がある。

＜ヒアリング結果から分かること＞
○金融機関、保証協会ともに、経済危機という緊急時においても従来の融資判断を変更
しない。その理由は、不良債権を増やしたくないことや、貸付金利を上げて批判を受けた
くないといったことである。

○つなぎ資金など緊急的な資金需要に対しては、機動的にノンバンクの融資を利用して
きたが、上限金利引下・総量規制の影響で、ノンバンクの審査も厳しくなっている。

○金利水準も重要な要素ではあるが、資金調達においては金利よりも、必要な額が借入
れられるかが問題である。 4












